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◆市民意識調査
市民の市政に対する評価とこれからのまちづくりに対するニーズや意識を統計的に把握し、
平成25年度から５年間を計画期間とする、後期基本計画の策定や市政運営にあたっての基礎
資料とするために調査を実施しました。

〇調査対象：香取市内在住の20歳以上（無作為抽出）
〇調査方法：郵送配布　郵送回収
〇調査実施：平成24年４月６日（金）～平成24年４月25日（水）
〇調査結果

策定経過1
平成25～29年度香取市総合計画 後期基本計画資 編料

 日にち 市民意見等 庁内検討等

平成24年  ２月   社会指標分析（～3/26）、人口推計（～3/26）

３月  前期基本計画検証作業

３月26日  前期基本計画検証ヒアリング（～3/28）

４月  ６日 市民意識調査（～4/25） 

５月  ７日 自治会長アンケート（～5/21） 

５月10日 総合計画審議会　第１回会議 

６月  施策検討

６月11日 議会全員協議会説明 

７月  ２日  施策検討ヒアリング（～7/6）

７月  素案検討・作成

７月11日 市民懇談会（小見川） 

７月25日 市民懇談会（山田） 

８月  ７日  経営戦略会議　研究推進部会（総合計画部会）会議

８月  ８日 市民懇談会（栗源） 

８月11日 市民懇談会（佐原） 

８月20日  庁議　経営戦略会議

９月  ３日 総合計画審議会　第２回会議 

９月28日 総合計画審議会　第３回会議 

10月  ５日 自治会長会議（小見川） 

10月  ９日 自治会長会議（佐原 ２回） 

10月10日 自治会長会議（栗源） 

10月11日 自治会長会議（山田） 

10月22日 総合計画審議会　第４回会議 

11月  ５日  経営戦略会議　研究推進部会（総合計画部会）会議

11月12日  庁議　経営戦略会議

11月22日 議会全員協議会説明 

12月17日 パブリックコメント（～1/16） 

平成25年  ２月  ４日  庁議

２月～３月 印刷・製本 

 対象者数 回答数 回答率

 2,500人 1,463件 58.5％

◆自治会長アンケート
今後のまちづくりの方向性を検討する際に不可欠な地域の意見を聴取することを目的に、
各自治会が抱える課題や各自治会での活動状況、自治会長からみた市政に対する評価及びま
ちづくりに対するニーズや意識について、自治会長を対象に調査しました。

〇調査対象：香取市内自治会長
〇調査方法：郵送配布　郵送回収
〇調査実施：平成24年５月７日（月）～平成24年５月21日（月）
〇調査結果

 対象者数 回答数 回答率

 309人 233件 75.4％
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◆自治会長会議
市民の最も身近な地縁組織の代表者である各地区の自治会長のご意見をお聴きし、計画に
反映させることを目的として、10月に開催した自治会長会議において総合計画（案）について
説明し、ご意見等をお伺いしました。

◆総合計画審議会
市長の諮問に応じて、総合計画について調査審議する香取市総合計画審議会を設置してい

ます。
市内の公共的団体の代表者や識見を有する者、関係行政機関の職員、および市民参加の観
点から公募による市民で構成されます。
後期基本計画の策定にあたっても、総合計画審議会の答申、意見等を踏まえて進めてきました。

策定経過1
平成25～29年度香取市総合計画 後期基本計画資 編料

 開催日 対象区域 会場

 平成24年10月  ５日 小見川地区 香取市商工会 本所 ２階会議室

 10月  ９日 佐原地区(新宿･本宿地区) 佐原中央公民館 ３階 大会議室

 10月  ９日 佐原地区(新宿･本宿地区を除く) 佐原中央公民館 ３階 大会議室

 10月10日 栗源地区 栗源支所 ３階 301会議室

 10月11日 山田地区 山田公民館 ２階 視聴覚室

◆市民懇談会（タウンミーティング）
市長が市民に皆様から直接お話しをお聴きする市民懇談会（タウンミーティング）において、
総合計画の策定のための様々なご意見等をお伺いしました。

 開催日 会議 会議内容

  〇委嘱状交付
   〇会長・副会長の選出 平成24年  ５月10日 第１回会議 〇後期基本計画策定方針
   〇スケジュール

 ９月  ３日 第２回会議 〇後期基本計画(案)諮問・審議

 ９月28日 第３回会議 〇後期基本計画(案)審議

 10月22日 第４回会議 〇答申案審議・答申

 開催日 会場 参加人数

 平成24年  ７月11日 小見川社会福祉センター(さくら館)研修室   39人

 ７月25日 山田公民館 ２階 視聴覚室   40人

 ８月  ８日 栗源支所 ２階 201会議室   32人

 ８月11日 佐原中央公民館 ３階 大会議室   44人

 合　　計 155人

〇開催日（５回開催）

〇開催日（４回開催）

〇開催日（４回開催）
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総合計画審議会2
平成25～29年度香取市総合計画 後期基本計画資 編料

香取市総合計画審議会条例
平成18年７月13日条例第192号

（設置）
第１条　市は、香取市総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。
（所掌事務）
第２条　審議会は、市長の諮問に応じ、市の総合計画について調査審議し、答申する。
（組織）
第３条　審議会は、委員20人以内をもって組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(１)　市内の公共的団体等を代表する者
(２)　識見を有する者
(３)　関係行政機関の職員
(４)　公募による市民

３　委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期
は、前任者の残任期間とする。

４　委員は、再任されることができる。
（会長及び副会長）
第４条　審議会に、会長及び副会長を置く。
２　会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
３　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
（会議）
第５条　審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。
２　会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
３　会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると
ころによる。

４　関係行政機関の職員につき委嘱された委員に事故があるときは、当該行政機関に
おけるその者の職務を代理又は補佐する者に代理させることができる。
（庶務）
第６条　審議会の庶務は、市長の定める機関において処理する。
（委任）
第７条　この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附　則

この条例は、公布の日から施行する。

 役　　職　　等 氏　　名 

かとり農業協同組合　代表理事組合長 堀　井　　　啓 

佐原農業協同組合　代表理事組合長 淺　野　文　男 

佐原商工会議所　会頭 柏　木　幹　雄 

香取市商工会　会長
 髙　岡　宏　基 H24.5.24まで

 髙　岡　正　人 H24.5.25から

水郷佐原観光協会　会長 城之内　義　雄 

水郷小見川観光協会　会長 大　槻　忠　雄 

香取市社会福祉協議会　会長 亀　谷　秀　夫 

香取市教育委員会　委員長 伊　藤　待　子 

香取市農業委員会　会長
 小　倉　新　一 H24.9.26まで

 大須賀　常　政 H24.10.5から

香取市自治会連合会　会長 尾　形　忠　志 H24.6.22から

香取市農業シンクタンク　委員 根　本　由美子 

香取市消費生活相談員 鈴　木　恵　子 

佐原おかみさん会　会長 平　塚　智　子 

くすター商業協同組合　理事長 諏　訪　正　基 

 中　村　徹　立 

千葉県香取地域振興事務所　所長 石　田　大　喜 

公募委員 安　藤　登志子 

公募委員 長谷川　雅　悠 

公募委員 加　藤　裕　太 

国土交通省関東地方整備局
利根川下流河川事務所　所長

委員
区分

１
号
委
員

２
号
委
員

３
号
委
員

４
号
委
員

◆総合計画審議会条例 ◆総合計画審議会委員名簿
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総合計画審議会2
平成25～29年度香取市総合計画 後期基本計画資 編料

香企画第１７９号
平成２４年９月３日

香取市総合計画審議会
会長　柏木　幹雄　様

香取市長　宇　井　成　一

香取市総合計画　後期基本計画（案）について（諮問）

香取市総合計画　後期基本計画（案）について、香取市総合計画審議会条例（平成
18年香取市条例第192号）第２条の規定により審議会の意見を求めます。

平成２４年１０月２２日
香取市長　宇井　成一　様

香取市総合計画審議会
会長　柏　木　幹　雄

香取市総合計画　後期基本計画（案）について（答申）

平成24年９月３日付け香企画第179号で諮問のあった香取市総合計画　後期基本計画（案）について、慎重に
審議した結果、概ね適切なものであると認めます。
なお、計画の内容は市民にとってわかりやすい記述となるよう配慮し、まちづくりの基本理念に基づき、将来像

である「元気と笑顔があふれるまち　一人ひとりの市民が輝く　活気みなぎる　やすらぎの郷　香取」の実現に
向けて、下記事項に十分留意するよう要望します。

記

１　豊かさが実感でき、活力ある産業を育むまちづくり
少子高齢化や人口減少が進む中において、市の基幹産業である農林畜産業では農業生産法人の育成や耕
作放棄地対策を推進し、また、商業、観光、工業などの産業振興や新たな起業、新規就農支援に積極的に取り組
むことを要望します。
特に、若者の働く場の確保は差し迫った課題であり、企業誘致等雇用の場の確保に対しては危機感を持ち全
力で取り組むことを要望します。

２　人と自然が共生し、快適で安心して暮らせるまちづくり
地域の恵まれた自然環境を大切にし、省資源やリサイクルを進めるとともに、太陽光など自然エネルギーの
活用の推進に取り組むことを要望します。
また、大規模災害、火災等の発生に備え、地域の防災対策の強化に取り組むことを要望します。

３　住み慣れた地域で、誰もが安心していきいきと暮らせるまちづくり
地域での支え合いを推進し、子ども、高齢者、障害者すべての市民が安心して暮らせるよう、地域や関係団
体等と連携した取組を推進することを要望します。
また、地域医療体制の強化や子育て支援などに積極的に取り組むことを要望します。

４　歴史と文化に包まれて、心豊かな人を育むまちづくり
地域の歴史や文化を大切にし、次世代の子どもたちに引き継ぐ教育を地域とともに取り組み、子どもたちが
心豊かに、健やかに成長できる取組を推進することを要望します。
また、地域のことを学ぶことができるような生涯学習の推進に取り組むことを要望します。

５　緑の中で、便利で暮らしやすい都市機能が充実したまちづくり
広大な市域を結ぶ幹線道路や生活道路などの道路整備、循環バスなどの公共交通体系の整備を推進し、市
民の利便性の向上に取り組むことを要望します。また、圏央道の開通や成田空港の年間発着枠の容量拡大な
ど市外のインフラ整備の状況を踏まえた取組の推進を要望します。
さらに、小野川周辺の町並み保存や電線地中化など、歴史的景観の価値を高める取組の推進を要望します。

６　市民と行政が共に築く、自立したまちづくり
透明性が高く、市民ニーズに的確に対応する行政運営を進め、組織のスリム化や指定管理者制度の積極的
活用など効率的な行財政運営に取り組むことを要望します。
また、住民自治協議会を通じた地域活動など、市民一人ひとりのまちづくりへの参加を推進し、すべての施
策において、市民・地域と行政が協力し合い、協働のまちづくりの推進に取り組むことを要望します。

◆諮問・答申
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平成25～29年度香取市総合計画 後期基本計画
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